
 

 

平成２９年度 

 

定期総会事項書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 平成２９年４月１５日（土）午後７時３０分～ 

場所  神戸地区市民センター 和室 

 

 

神戸地区住民自治協議会 

 

 



総  会  次  第 

１，開 会 

 

２，挨 拶 

 会 長   中嶋 孝 

  

３，議長選出 

        書記及び議事録署名人の選出 

 

４，議 事 

（１） 議案第１号 平成２８年度事業報告について 

（２） 議案第２号 平成２８年度決算報告について 

（３） 議案第３号 規約の改正について 

（４） 議案第４号 神戸地区自治功労者表彰規定 

       及び審査基準内規の改正について 

（５） 議案第５号 神戸地区まちづくり計画の変更について 

 

（６） 議案第６号 役員の選出及び同意について 

 

（７） 退任役員及び新役員挨拶 

（８） 退任役員等感謝状贈呈 

 

（９）  議案第７号 平成２９年度事業計画（案）について 

（10） 議案第８号 平成２９年度予算（案）について 

（11）  議案第９号  平成２９年度の会費について 

 

６，その他 

 

７，閉 会 

 

 

※閉会後、部会(地域部会は除く)毎にお集まりいただき、部長・副部長、書記、広報担当の選出

及び本年度の各部の事業計画の具体化をご協議いただきたくお願いします。なお、次回の会合

日時もお決めいただけるようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



議案第 1 号 平成２８年度 事業報告 

【総会】 

 4 月 16 日(土)   定期総会 出席者９２名 

委任状 32 名 計 124 名／137 名中 

承認事項  平成 27 年度事業報告・決算、役員の選出同意 

平成 28 年度事業計画・予算・会費  

    退任役員感謝状贈呈 

  各部の部長・副部長・書記・広報担当の選出 

 

【役員会】 

4 月 15 日(木) 第 1 回役員会 総会提出資料、慰霊祭等協議、各種契約確認 

 自治会車両の管理と活用 

5 月 13 日(金) 第 2 回役員会 三重県･伊賀市への地区要望取り纏め 

              ､地区社会福祉協議会総会の開催 

地区防犯委員会全体会の開催 

ほたる鑑賞会について、議会報告会について 

6 月 15 日(水) 第 3 回役員会 木津川改修工事促進期成同盟会総会開催、 

              地区人権啓発草の根運動推進会議について 

              自主防災組織連合会総会について 

              三谷地区現地視察について、自治会車の協定 

              書について、自治功労者の会懇親会について 

7 月 15 日(金) 第 4 回役員会  議会報告会の意見・要望、まちづくり計画進行管理シートについ

て、地区文化祭の計画 

              各行事の反省、市民センター主事の推薦 

              運営委員会の開催について 

   8 月 19 日(金) 第 5 回役員会 竹灯り幽玄祭について、市民スポーツフェスティバルについて、ホーム

ページの更新について 

  9 月 15 日(木) 第 6 回役員会 地区体育祭・文化祭について、竹灯り幽玄祭の準備、女性部の

創設について 

10 月 14 日(金) 第 7 回役員会 伊賀市民スポーツフェスティバル、文化祭 

                女性部の創設、ホームページ更新                 

11 月 15 日(火) 第 8 回役員会 世代間交流会、人権啓発草の根運動推進会議等協議、総合防災

訓練について 

12 月 15 日(木) 第 9 回役員会  総合防災訓練の実施について、新ホームページについて、地区

体育祭の反省について 

               子ども神輿の今後の運営について「 

 

  1 月 13 日(金) 第10回役員会 自治功労者の推薦について、自治会車について、買い物バスに関

するアンケートについて 

  2 月 15 日(水) 第11回役員会 28 年度事業報告・決算見込、29 年度事業計画 

               各部会総括報告、総合防災訓練の結果について 

H29 



               次年度自治協議会の組織について、                

  3 月 15 日(水) 第12回役員会 29 年度新体制について協議 

               29 年度事業計画・予算について 

 

【運営委員会】 

6 月 19 日(日) 第 1 回運営委員会 各部の取組状況、事業協議報告 

8 月 28 日(日) 第 2 回運営委員会 城之越遺跡「竹灯り幽玄祭」 

                まちづくり計画進行管理シート 

H29 

 3 月 17 日(金) 第 3 回運営委員会 平成 28 年度事業報告・決算見込み 

                 平成 29 年度事業計画・予算案等協議 

｢神戸地区まちづくり｣計画協議 

【福祉部】 

○友愛の集い   6 月 23 日(木)           

  ・事業内容  70 歳以上の一人暮らしの方々を対象としたつどい 

保育所児童との交流、駐在さんの話、健康づくり講話 

忍にん体操指導、ミュージックタイム、ビンゴゲーム 

  ・参加者   24 名 

○神戸地区文化祭｢餅つき振る舞い｣の取り組み   11 月 20 日(日) 

   餅つき回数  4 回 

○世代間交流会（神戸ふれあい学習）  11 月 19 日(土) 

  ・事業内容  神戸小学校全児童と高齢者との「ふれあいと交流」 

          将棋･オセロ体験、折紙づくり･お手玉 
          コマ・けん玉体験（雨天のためグランドゴルフ中止） 

  ・参加者   神戸小学校児童 64 名、高齢者 46 名(きじが台含む) 

         自治協・学校 29 名 

○かんべ元気っ子広場 

 開催日 内 容 

第 1 回 ５月１０日（火） はじめまして（自己紹介・自由あそび） 

第 2 回 ６月 ９日（木） 歯科衛生士さんのお話し 

第 3 回 ７月 ４日（月） 七夕祭り（笹飾り作り、歌） 

第 4 回 ８月 ９日（火） 絵本の読み聞かせ 

第 5 回 ９月 ８日（木） 親子ふれあいあそび（伝承遊び・体操） 

第 6 回 １０月１３日（木） ミニ運動会（運動的なこと） 

第 7 回 １１月 ８日（火） ３Ｂ体操（親子一緒に） 

第 8 回 １２月１９日（月） クリスマス会（サンタ登場・プレゼント） 

第 9 回  ２月 ９日（木） （降雪のため中止） 

第 10 回  ３月 ９日（木） おおきくなったね（人形劇・パネルシアター） 

 

○会議月日 

  4 月 16 日(土) 第 1 回部会 部会長等選出 



  5 月 12 日(木) 第 2 回部会 平成 28 年度事業計画、友愛のつどい協議 

  5 月 23 日(月) 福祉部部役員会 友愛の集い企画 

  6 月 15 日(水) 第 3 回部会  友愛の集い準備、運営について 

  10 月 17 日(月) 世代間交流会 小学校、老人クラブ、住民自治打合せ会 

  11 月  4 日(金) 第 4 回部会 神戸地区文化祭、世代間交流会 

  12 月 12 日(月) 地区支え合いネットワーク協議会先進地視察研修 

 ２８名参加(四日市市 ライフサポート三重西） 

   1 月 28 日(土) 第 5 回部会 28 年度事業反省、29 年度事業計画協議 

 

【健康スポーツ部】 

○第８回神戸地区スポ・レク祭    7 月 3 日(日) 

    グラウンドゴルフ    参加者  93 名  

        カローリング      参加者  36 名 

    ペタンク        参加者   21 名  

卓球一般・小中学生   参加者   3 名 

バレーボール      参加者  13 名 

ソフトボール      参加者   13 名 

合計             179 名 

 

○第 32 回神戸地区体育祭     10 月 2 日(日) 

  演技数 全 16 種目(種目対抗競技５ オープン競技４ 団体競技７) 

  参加者数 約４００名 

○第 11 回熊野古道ハイキング    10 月 16 日(土) 

      コース   通り峠道・丸山千枚田 約 7.9km 

      参加者数  57 名、バス 2 台  

   ※熊野古道ハイキングは本年度で終了 

○第 12 回伊賀市スポーツフェスティバル      11 月 6 日(日) 

   バレーボール(16 名)、ソフトボール(15 名)、グランドゴルフ(16 名) 

カローリング(8 名)、ターゲットバードゴルフ(7 名) 

ゲートボール(７名) 

        計６９名参加 

  

○会議月日 

4 月 16 日(土) 第 1 回部会  部会長検討 

5 月 19 日(木) 第 2 回部会  役員披露、28 年度事業計画 

神戸地区スポレク祭 

6 月 23 日(木) 第 3 回部会  神戸地区スポレク祭協議 

8 月 19 日(金) 第４回部会  神戸地区スポレク祭反省、神戸地区体育祭 

8 月 24 日(水) 市民スポーツフェスティバル監督者打合せ会 

  9 月 25 日(日) 第 5 回部会＆神戸地区体育祭協力者全体会議  

  10 月 5 日(水) 熊野古道ハイキングバス責任者、引率者打合せ会 

   10 月 25 日(火) 第 6 回部会  第 12 回伊賀市民スポーツフェスティバル 



1 月 27 日(金) 第 7 回部会 平成 28 年度事業の反省 

            平成 29 年度事業計画 

【生活環境部】 

○竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会 =二胡と琵琶の響＝  6 月 11 日(土) 

  ・場 所  常福寺 

・開催内容 

◇竹灯りの散歩道        午後６時００分～８時３０分 

   常福寺境内及び常福寺～北川等に竹灯り設置 

◇行燈に願いを!!             午後６時００分～７時００分 

   常福寺境内にコップ行燈を設置 (プラスチックコップ 大１００個) 

    ※コップ行燈に半紙を巻いて「願い・夢・俳句等」を記入 

◇二胡と琵琶の競演    午後 7 時００分～８時００分   

    出演  劉 志麗(二胡)、王 瑩(琵琶) 

   ◇ほたる観賞  午後８時００分～８時３０分 北川堤防 

◇おもてなし 

    【振る舞い】甘茶       約 200 人分程度 

    【抽選】 

ヒルホテルサンピア伊賀芭蕉の湯入浴券 100 枚 

   (300 人分作成 事務局) 

 ◇来場者数・・・３０２人 

     神戸地区内 １４８人  伊賀市内 １０１人 

     名張市 ２５人  その他 ２８人 

 

〇三谷地区環境調査 本年度実施せず(隔年実施方針)  

○環境美化事業 

 前期   6 月～７月  各地区 

 後期  12 月～１月  各地区 

 

○会議月日 

  4 月 16 日(土)  第 1 回部会  部会長等選出 

  5 月 7 日(土)  第 2 回部会  役員紹介、２８年度事業計画 

竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会協議 

  5 月 29 日(日)  第 3 回部会  竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会計画 

  7 月 13 日(水)  第 4 回部会  竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会反省 

                 マイエンザの作成と効用について 

    2 月 17 日(金)  第 5 回部会  平成 28 年度事業の反省 

               平成 29 年度事業について 

 

【教育文化部】 

○神戸地区文化祭            11 月 20 日(日) 

 ◆テーマ「ふれあおう！かんべ」   参加者 約９５０名 



 ◆催し  

 ・フォトコンテスト作品募集 

     テーマ―「神戸を写そう」   応募数 １８点 

        審 査  11 月 20 日来場者による投票 投票数―１９６ 

   ・かかしコンテスト           応募数 ６点 

審 査  11 月 20 日来場者による投票 投票数―１８４ 

   ・創作妖怪コンテスト 応募数 保育所 15 小学校低学年 11 

 小学校高学年 28 計 ５４点  

審査   11 月 20 日来場者による投票 投票数―２３０ 

   ・屋外――うどん（570 食）、「あ・かんべ汁」の振る舞い（約 350 食） 

     もち振る舞い(4 臼約 600 皿)、軽トラ市（神戸老人クラブ連合会）、 

ＰＴＡ売店、たこ焼き・から揚げ・コーヒー販売、子ども広場(神戸更生保護女性の会)、

フリーマーケット（おかき、五平餅、雑貨） 

健康コーナー（肩もみ）、バルーンプレゼント、茶席 

   ・教室等―囲碁 

・体育館 

     展示――児童作品(神戸保育所・神戸小学校児童)・盆栽・書道 

俳句・絵手紙・パッチワーク 

文化作品（老人クラブ）、ライスコンテスト（87 名） 

     芸能発表――おじさんパワーバンド、保育所遊戯、ダンス、大正琴 

大道芸（ピエロ）大正琴、太極拳、ヨガ、ハーモニカ、  

獅子舞、木遣唄 

 

○神戸地区人権講演会及び人権啓発パネル展   2 月 5 日(日) 

        主催  神戸地区人権啓発草の根運動推進会議 

共催  伊賀市・伊賀県民センター 

     講演    演題  「人を傷つけない本当の笑い」 

           講師  笑福亭 鶴笑 

    パネル展 神戸保育所園児作品､ 神戸小学校人権ﾎﾟｽﾀｰ、人権啓発ﾊﾟﾈﾙ 

参加者 ２９９名     

○会議月日 

4 月 16 日(土)  第 1 回部会  部会長等選出 

5 月 28 日(土)  第 2 回部会  役員披露 

平成 28 年度事業計画､神戸地区文化祭､ 

6 月  4 日(土)    第 1 回役員会 神戸地区文化祭の検討 

7 月 2 日(土)  第 3 回部会及び文化祭各種団体等合同会議 

 神戸地区文化祭事業内容協議 

9 月 14 日(水)  第 2 回役員会 神戸地区文化祭計画 

9 月 23 日(金)  第 4 回部会  神戸地区文化祭事業計画協議 

  10 月 22 日(土)  第 5 回部会・第 2 回文化祭各種団体等スタッフ合同会議 

2 月 10 日(金)  第６回部会・第 3 回文化祭各種団体等スタッフ合同会議 

         文化祭反省と次年度へ向けて 



【産業部】 

○「かんべいきいき市(農産物直売所)」の推進       

 ・出店日   毎月第 1 土曜日 

 ・出店場所  JA 神戸ふれあい店前    午前 9 時～10 時 

                朝日ヶ丘町公民館前     午前 10 時 15 分～10 時 45 分 

        きじが台地区市民センター前 午前 11 時～11 時 30 分 

 ・会員数   31 名（前年度 32 名） 

 ・平成 28 年度出店状況 

     出店回数 13 回出店―4 月 2 日、5 月 14 日、6 月 4 日、7 月 2 日、 

8 月 6 日、9 月 3 日､9 月 17 日(竹灯り幽玄祭)､ 10 月 1 日、 

11 月 5 日､ 12 月 3 日、12 月 17 日、2 月 4 日、3 月 4 日 

  農産物販売、農産物加工品販売 

海の幸の販売  紀伊長島･･･干物、鳥羽答志島･･･ちりめんじゃこ 

 

〇先進地視察研修 

    時期 １０月１９日(水) ８：００～１７：００ 

    行先 タキイ種苗株式会社研究農場(滋賀県湖南市針３６０) 

       道の駅アグリの郷栗東（滋賀県栗東市出庭９６１-１）   

    参加者 ２３名    

 

○講習会 こんにゃくづくり講習会    1 月 19 日（木）市民ｾﾝﾀｰ 

     （参加者   １４名） 

     指導 いきいき市会員     

 

○会議月日 

・部会  4 月 16 日(土)  第 1 回部会  部会長等選出 

5 月 14 日(土)  第 2 回部会及び出店者合同会議 

           役員披露、平成 28 年度事業計画 

かんべいきいき市の推進協議 

     7 月 27 日(水) 第 1 回役員会 

            先進地視察研修について 

      2 月 3 日(金)   第 3 回部会及び出店者合同会議  

                 平成 28 年度反省   

平成 28 年度事業計画等協議 

 

【地域部】 

    神戸地区要望書の提出と現地調査   

要望先  伊賀市長（三重県要望含む）  6 月 20 日(月) 

市、県へ意見要望と口頭回答          8 月 18 日(木) 

  神戸地区総合防災訓練               1 月 22 日(日) 

     神戸地区自主防災組織連合会と共催 

  自治協車の運用 



【城之越遺跡入園者対応等業務委託】 

  （公益財団法人）伊賀市文化都市協会との業務委託に基づき、日常管理業務、入館者対応、

草刈り作業等を推進した。 

   委託期間  平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

   業務体制  3 人 

 

   業務日数 280 日  （平成 26 年 4 月より火曜日定休日） 

月 28/4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

日数 26 日 27 日 25 日 2７日 2６日 26 日 

月 10 月 11 月 12 月 29/1 月 2 月 3 月 

日数 27 日 25 日 22 日 17 日 16 日 16 日 

   ※12 月 21 日～3 月 20 日までの月・水・木曜日 臨時休園日      

 

【神戸地区戦没者慰霊祭】   4 月 25 日(月) 

               会長、全区長参列 

【各種団体との共催事業】 

○神戸地区社会福祉協議会 

・総会          5 月 31 日(火) 

  承認事項 平成 27 年度事業報告・決算報告・役員承認 

       平成 28 年度事業企画・予算 

       規約及び名称の変更 

（神戸地区支え合いネットワーク協議会へ名称変更） 

   

・地域会議合同交流会   10 月 14 日(金) 

       神戸地区支え合い体制づくりの推進 

      

  ・支え合い体制づくり先進地視察   12 月 12 日(月) 

ライフサポート三重西  三重県四日市市   

○神戸地区木津川改修工事促進期成同盟会 

  総会           7 月 15 日(金) 

        承認事項 平成 27 年度活動報告・決算報告、役員承認、 

平成 28 年度事業計画・予算、要望書の採択 

    来賓者  三重県議会議員         木津 直樹 

                         森野 真治 

         三重県伊賀建設事務所所長    片山 靖浩 他 3 名 

         川上ダム建設促進期成同盟会会長 西山 甲平 

         川上ダム建設所所長       加納 茂紀 他 1 名 

         伊賀市市長           岡本 栄 

         伊賀市議会議長         北出 忠良 

         伊賀市建設部部長        清水 仁敏 他 2 名 

    要望書提出   木津川改修工事の早期推進及び川上ダムの本体工事の早期完成等に係

る要望書提出 



       提出先――三重県知事・県土整備部長・伊賀建設事務所長 

            衆議院議員、三重県議会議長、地元県会議員 

伊賀市長、伊賀市議会議長 

 

○神戸地区人権啓発草の根運動推進会議 

 ・総会           8 月 22 日(月)  

    承認事項   平成 27 年度活動報告・決算、役員承認 

平成 28 年度事業計画・予算 

 ・役員会          12 月 15 日(木) 

                     神戸地区人権講演会・人権啓発地区懇談会について 

・神戸地区人権講演会    平成 29 年 2 月 5 日(日) 

     事業内容 講演及びパネル展 

(神戸保育所・神戸小学校児童人権ポスター、人権パネル) 

     講 師  笑福亭 鶴笑 

     演 題  人を傷つけない本当の笑い 

            参加者 ２９９名         

・地区別懇談会               

     1 月 22 日(日) 下神戸地区        DVD、討論会 

1 月 22 日(日) 枅川地区        DVD、討論会 

1 月 22 日(日) 上林地区         DVD、討論会 

2 月 12 日(日) 朝日ヶ丘町地区    DVD、討論会 

2 月 19 日(日) 比土高瀬地区      DVD、討論会 

2 月 19 日(日) 上神戸上小場地区   DVD、討論会 

2 月 26 日(日) 古郡地区      DVD、討論会 

 

地区により人権政策･男女共同参画課に助言者を要請 

 

○神戸地区防犯委員会 

・全体会         6 月 15 日(水) 

    承認事項 平成 27 年度活動報告、役員の承認、平成 28 年度事業計画 

 ・防犯講話        6 月 15 日(水) 

       演題 『神戸地域について』 

    講師  三重県伊賀警察署 神戸駐在所 

                 原田 晴実 氏 

 

○神戸地区自主防災組織連合会 

 ・総会          6 月 17 日(金)   

     承認事項  平成 27 年度活動報告・決算報告、役員の承認 

平成 28 年度事業計画・予算 

 ・総合防災訓練     29 年 1 月 22 日(日) 

    訓練内容  対策本部設置訓練    神戸地区市民センター 

          避難誘導訓練      各地区公民館等 



        避難誘導訓練参加者数―   ６７８名参加 

※全住民に対する参加率      41.4％(前年度 42.2％) 

       ※当日不参加事前把握よる実質参加率 86.5％(前年度 88.2％) 

 

・各自主防災会独自訓練 

地区名 訓練日 訓練概要 指導者 

古 郡 1 月 22 日 
消火器操作、発電機操作 

防災用ライトの操作   

伊賀市南消防署員 

自治会防災担当、消防団員 

比 土 1 月 22 日 
防災ミニ講話、地震体験 

煙体験 

伊賀市南消防署員 

県防災啓発専門員 

消防団員 

上神戸 
1 月 22 日 

地震体験、蘇生法 

ＡＥＤの使用方法 

防災用ライトの使用訓練 

簡易担架づくり 

伊賀市南消防署員 

県防災啓発専門員 

消防団員 

上 林 1 月 22 日 
消火器実演訓練 

防災用ライト使用訓練 
消防団員 

朝日ケ丘町 1 月 22 日 
防災用ライト使用訓練 

備蓄備品、食糧の確認 
消防団員 

下神戸 
1 月 22 日 

地震体験、消火器操作 

防災資機材の取り扱い、 

消火栓の取り扱い 

伊賀市南消防署員 

県防災啓発専門員 

消防団員 

枅 川 1 月 22 日 
消火栓・消防ホース扱い方、 

防災用ライトの使用訓練 
消防団員 

 

○公益財団法人伊賀市文化都市協会 

 城之越遺跡「竹灯り幽玄祭」   9 月 17 日(土) 午後 4 時～8 時 30 分 

  模擬店出店等協力  

担当部 出店名 販売数 

福 祉 部 古代餅、おこわ振る舞い  

健康スポーツ部 フランクフルト 288 本 

生 活 環 境 部 
焼き鳥 549 本 

みたらし団子」 120 本 

教 育 文 化 部 焼きそば 200 個 

産 業 部 

かき氷 216 杯 

ノンアルコール  31 本 

お茶、ジュース、コーラ 184 本 

かんべいきいき市（青空市場） 野菜 

かんべスポーツクラブ 駐車場整理  

交通安全協会神戸地区 警備   

※スタッフ全体会議  9 月 4 日(日) 

 

 



【その他関連事業】 

○かんべスポーツクラブ定時総会        4 月 24 日(日) 

○神戸老人クラブ連合会総会          6 月 4 日(土) 

○神戸地区農業集落排水管理組合総会      6 月 21 日(火)  

○神戸地区自治功労者の会  総会       5 月 27 日(金) 

              懇親会      7 月 19 日(火) 

○議会報告会                 7 月 23 日(土)    

  報告議員   市川岳人、生中正嗣、百上真奈、嶋岡壮吉 

  参加者    29 名 

○神戸公民館事業 

  ・絵手紙教室               毎月第 2 木曜日 

  ・ヨガ教室                毎月第 2・第 4 木曜日 

  ・俳句教室                7 月 21 日(木) 
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区分 
２７年度末現

在額 

平成２８年

度中増減額 

平成２８年度末

現在額 
通帳番号 摘要 

積立金           

貯金利

息 
  784       

        6927111 普通預金  501,837円 

        31792938 定期貯金  501,409円 

        26823667 定期貯金 1,983,037 円 

        24711593 定期貯金  301,154円 

計 4,143,577 784 4,144,361 22988919 定期貯金  856,924円 

      

      
診療所跡地会計積立金 

 

    
単位: 円 

 

区分 
平成２７年度

末現在額 

平成２８年

度中増減額 

平成２８年度末

現在額 
通帳番号 摘要 

積立金   120,000     
４/ ２２ 土地貸付料 

長谷川鈑金 

貯金利

息 
  223       

        6877111 普通預金 822,497円 

計 1,682,774 120,223 1,802,997 26823764 定期貯金 980,500円 

以上のとおり報告します。 
   

  
  神戸地区住民自治協議会  会長    中嶋  孝 

   
         会計      松田 和秀 

平成２８年度収支決算について監査を行った結果、収支の状況並びに関係書類等， その全てに

おいて適正かつ正確に処理されていると認めます。 

 
平成 29年 4 月 7 日 監事  板橋 義夫 

 

   
監事  田中 章喜 

 



議案第 3 号 

 

神戸地区住民自治協議会規約の一部改正について 

 

○改正の趣旨 

 ２９年度より女性部が設立されるにあたり、組織及び実行委員会に関する規約の改正を行う。 

 

○改正条文 

第８条第１号、第１７条第１項を次のとおり改正する。 

 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置く。 

 

【旧】                 【新】 

 

 

 

                 ⇒ 

 

 

 

 

 

 

（部会） 

第１７条 総会および運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため協議会に次の部

会を置く。 

 

 【旧】                【新】 

 

 

⇒ 

 

 

 

 

 

 
 

（１）会 長      １名 

   副会長     若干名 

   理 事      ７名  

   城之越遺跡施設長 １名 

   会 計      １名 

   監 事      ２名 

   事務局長     １名 

（１）会 長      １名 

   副会長     若干名 

   理 事      １０名以内  

   城之越遺跡施設長 １名 

   会 計      １名 

   監 事      ２名 

   事務局長     １名 

①福祉部会  

②健康・スポーツ部会 

③生活環境部会  

④産業部会 

⑤教育・文化部会  

⑥地域部会 

 

①福祉部会 

②健康・スポーツ部会 

③生活環境部会 

④産業部会 

⑤教育・文化部会 

⑥地域部会 

⑦女性部会 



議案第４号 

 

神戸地区まちづくり計画の変更について 

 

〇改正の趣旨 

 女性部の設立にあたり、神戸地区まちづくり計画の変更をおこなう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第５号 

 

役員の選出及び同意について 

 

神戸地区住民自治協議会規約第 10 条「役員の任期は 1 年とする。但し、再任を妨げない」及び

第 8 条第 2 項「会長、副会長、理事及び監事は総会において選出する」、第 8 条第 4 項「城之越遺

跡施設長、会計、事務局長は、総会の同意を得て会長が任命する」に基づき、役員の選出及び同意

を求める。 

また、第 8 条第 5 項「会長は、顧問及び参与を任命する」の規定に基づき、任命する。 

 

総会選出 

      会 長        中嶋 孝 

      副会長        福井 清孝 

      副会長        松岡 治 

      副会長        三好 洋子 

      理 事        坂森 嘉夫 

      理 事        東  庸介 

      理 事        東川 忠 

      理 事        福嶋 吉久 

      理 事        松永 省二 

      理 事        森本 進一 

      理 事        小川 是明 

      理 事        中岸 純子 

      監 事        石田 八郎 

      監 事        西濱 義明 

 

総会同意 

      城之越遺跡施設長   古濱 清夫 

      会  計       松田 和秀 

      事務局長       五舛出 圭史 

 

     会長任命 

      顧 問        大石 幸生 

      参 与        堀永 猛 

      参 与        森田 安俊 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６号 

 

平成２９年度事業計画(案)について 

 

「神戸地区まちづくり計画」の実現に向けて、｢住民の英知を集め、ふれあいのまち、住みよい

神戸のまちづくり｣を目指す。 

 

（１）各部における地区まちづくり活動の推進について（別添事業計画案参照） 

○福祉部 

  「神戸地区の誰もが幸せに暮らせる 神戸まちづくり」をキャッチフレー 

ズとして、地域社会全体で支え合い、安心して暮らせる地域及び世帯や世 

代を超えた交流ができる環境づくりを推進する。 

・友愛のつどい 

・世代間交流の推進 

・神戸地区支え合いネットワーク協議会との連携による地域支え合い活動 の推進 

・子育て支援事業「かんべ元気っ子広場」の推進 

 

○健康スポーツ部会 

  「健康で 明るく元気な 神戸まちづくり」をキャッチフレーズとして、スポーツを通じて、

健康で明るいふれあいの場を推進する。 

  ・第９回神戸地区スポレク祭 

・第３３回神戸地区体育祭 

・第１３回伊賀市民スポーツフェスティバル  等の推進 

 

 ○生活環境部会 

  「水と空気がきれいな 神戸まちづくり」をキャッチフレーズとして、「自分たちの地域は、

自分たちで守る」という災害に対する体制づくり及び環境づくりを推進する。 

  ・竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会 

・環境美化事業の推進 

・三谷地区環境保全対策の推進 

  ・マイエンザの普及活動       等の推進 

 

 ○産業部会 

  「清き川 美田より産れる美味いお米の 神戸まちづくり」をキャッチフレーズとして農業後

継者不足による農作業従事者の高齢化が目立つなか、地域資源を活かした活力あるまちづくり

を推進する。 

・かんべいきいき市（農産物直売所）の推進 

・特産品づくりの推進 

・農産加工品制作研修会の推進 

・鳥獣害対策          等の推進 

 



○教育文化部会 

  「歴史と文化の薫る 神戸まちづくり」をキャッチフレーズとして、あらゆる年代の住民がふ

れあう場、機会の創出及び一人ひとりの人権が尊重される地域を推進する。 

  ・神戸地区文化祭の推進 

  ・神戸地区人権講演会、地区懇談会  等の推進 

 ○地域部会 

「人々が 安心安全で暮らせる 神戸まちづくり」をキャッチフレーズとして、伊賀市と協定

する「まちづくりに関する基本協定書」に基づき、市域において統一して実施する必要がある

業務のうち、伊賀市から依頼された業務を推進する。 また、神戸地区自主防災組織連合会と

連携し、災害に備える安心安全なまちづくりを推進する。 

  ・総合防災訓練の推進 

  ・川上ダム建設促進と木津川河川改修工事の促進 

  ・木津川浚渫工事の推進 

  ・防犯活動の推進 

・県道名張上野線バイパスの促進   等の推進 

 

 〇女性部会 

  「女性の視点や発想で 地域に根差した多様な可能性を引き出す 神戸まちづくり」をキャッ

チフレーズとして、男女共同参画社会実現のため、世代を超えた女性が集うまちづくりを推進

する。  

  ・女性の教養向上をめざした生涯学習と時代に即応した研修講座への参画及び開催の推進 

（２）伊賀市との「まちづくりに関する基本協定書」に基づく協働で取り組む業務の推進 

  ・委員等の推薦・選任、各種啓発業務の協力、広報等の配布・回覧・周知、 

調査報告、募金等の業務 

 

（３）城之越遺跡管理業務等の推進について 

  （公財）伊賀市文化都市協会との業務委託に基づき、日常管理業務、入館者対応、草刈作業等

を推進する。 

また、（公財）伊賀市文化都市協会と共催し、城之越遺跡を活用した「竹灯り幽玄祭」等を

推進する。 

（４）その他目的達成に必要な事業の推進について 

 ○広報「かんべ」の発行 

 ○地区の各種団体との連携及び活動支援    等の推進 
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議案第７号 

 

 

平成２９年度会費について 

 

 

平成２９年度会費について、神戸地区住民自治協議会規約第２０条の規定に基づき議決を求める。 

 

記 

 

平成２９年度会費については、年額１戸当り下記金額を徴収する。 

  

    年額１戸当り   ４，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

                                                                            

:  

費    目 細       目 
29年度    

予算額( Ａ)  

28年度    

予算額( Ｂ)  
増減(A- B) 摘      要 

1. 会費 
  2,511,000  2,524,500  - 13,500    

１．会費 2,511,000  2,524,500  - 13,500  会費（4,500 円×558戸） 

2. 補助金 

  5,009,000  4,861,000  148,000    

１．地域包括交付

金 
4,503,000  4,601,000  - 98,000  伊賀市地域包括交付金 

２．世代間交流事

業助成金 
36,000  40,000  - 4,000  

伊賀市社会福祉協議会世代間交流

事業助成金 

３．鳥獣害対策事

業補助金 
420,000  220,000  200,000  

鳥獣害に負けない地域づくり推進

事業対策費 

４. 女性活躍推進

事業交付金 
50,000  0  50,000    

3. 委託

金 

  285,000  339,000  - 54,000    

１．公民館活動事業委

託金 
285,000  339,000  - 54,000  神戸公民館活動事業委託金 

4. 負担

金 

  0  100,000  - 100,000    

1．負担金 0  100,000  - 100,000  熊野古道ハイキング参加者負担金 

5. 諸収

入 

  698,577  701,884  - 3,307    

1．雑収入 698,577  701,884  - 3,307  

保険料 251,100円(450 円×558戸) 、診

療所跡地土地貸付料 120,000円、文化

祭、城之越幽玄祭売上代金 300,000円、

選挙広報配布費 18,640 円、預金利子等 

6. 繰越

金 

  396,423  383,616  12,807    

1．繰越金 396,423  383,616  12,807    

合    計 8,900,000  8,910,000  - 10,000    

      
【支出の部】                                                                                                                

（単位；円） 

費     

目 
細       目 

29年度  

予算額( Ａ)  

28年度  

予算額( Ｂ)  
増減(A- B) 摘             要 

1. 会議

費 

  120,000  120,000  0    

１．需用費 120,000  120,000  0  総会、運営委員会、役員会等 



２. 広報

活動費 

  75,000  75,000  0    

１．需用費 70,000  70,000  0  印刷費等                      

２．役務費 5,000  5,000  0  編集会議等                

３. 研修

費 

  30,000  30,000  0    

１．報償費 10,000  10,000  0  講師謝礼・受講費等               

２．旅費 10,000  10,000  0  旅費                             

３．使用料 10,000  10,000  0  研修時バス使用料等              

４. 運営

管理費 

  1,225,000  1,439,000  - 214,000    

１．会議費 50,000  90,000  - 40,000    

２．需用費 300,000  280,000  20,000  コピー機カウンター料等 

３．役務費 260,000  260,000  0  
保険料 251,100 円、郵便代等 8,900

円 

４．委託費 385,000  439,000  - 54,000  

神戸公民館活動事業業務委託費

285,000 円、遺族会春季慰霊祭運営

費 100,000 円 

５．備品費 50,000  170,000  - 120,000    

６．慰労費 100,000  150,000  - 50,000  役員等退職慰労記念品代 

  ７．諸費 80,000  50,000  30,000  慶弔、渉外経費等 

５. 助成

費 

  755,000  805,000  - 50,000    

1．団体助成費 570,000  620,000  - 50,000  各種団体助成費 

        

老人クラブ 70,000 円、子ども会

130,000 円、更生保護女性の会

30,000 円、自治功労者会 20,000 円、

消防団 150,000 円、小学校教育振興

会 20,000 円、公民館 100,000 円、

スポーツクラブ 50,000 円 

2. 街路灯設置補助 125,000  125,000  0  街路灯設置費補助金 25,000 円×5 件 

３. 掲示板設置・補

修費補助 
60,000  60,000  0  

掲示板設置・補修費補助金       

30,000 円×2 件 

６. 事業

費 

  2,230,000  1,849,000  381,000    

１．報酬 1,320,000  1,224,000  96,000  役員等報酬 



      0  

会長 60,000 円、副会長 204,000円

(3 人) 、理事 780,000円(8 人) 、城

之越遺跡施設長 24,000 円、会計

24,000 円、顧問 12,000 円、参与

12,000 円（2 人）、 事務局長 24,000

円、部長 144,000円(6 人) 、副部長

36,000 円(6 人)  

２．報償費 130,000  230,000  - 100,000  

福祉協力員活動経費 84,000 円             

健康の駅長活動費 30,000 円事務補

助謝礼等 

３．旅費 50,000  50,000  0  会議等活動旅費 

４．需用費 230,000  230,000  0  

城之越遺跡竹灯り幽玄祭経費 

200,000 円 事業用事務用品費等

30,000 円 

５．役務費 30,000  30,000  0  渉外費等 

６．備品費 50,000  50,000  0    

7．負担金補助

及び交付金 
420,000  35,000  385,000  鳥獣害対策交付金 400,000円 

７. コミ

ュニティ

活動費 

  1,890,680  1,872,040  18,640    

１. コミュニ

ティ活動費 
1,872,040  1,872,040  0  

朝日ヶ丘町 343,360円、比土

365,030 円、古郡 145,940円、上神

戸 453,480 円、上林 186,410 円、下

神戸 216,130円、枅川 161,690円 

  
２，選挙広報

配布費 
18,640  0  18,640  市議会議員選挙 

８. 実践

活動費 

  2,340,000  2,440,000  - 100,000    

１. 健康スポー

ツ部 
720,000  970,000  - 250,000  

ｽﾎﾟﾚｸ祭90,000 円、体育祭 400,000円、

市民ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ200,000円、 

その他 30000円 

２．教育文化

部 
550,000  550,000  0  

文化祭 500,000 円、人権草の根へ

50,000 円 

３．生活環境

部 
220,000  220,000  0  

ホタル鑑賞会 190,000 円、クリーン

作戦 10,000・マイエンザ製作

10,000 円、その他 10,000 円 

４．福祉部 400,000  400,000  0  

友愛の集い 70,000 円、世代間交流

40,000 円､地区社協会計へ200,000円､

元気っ子 80,000 円､その他10,000 円 

５．産業部 100,000  100,000  0  産業振興視察研修 100,000円                        



６．地域部 300,000  200,000  100,000  

自主防災会計 80,000 円、自動車保

険 90,000 円、車検 100,000 円 

ガソリン 20,000 円 

防犯活動 10,000 円 

7．女性部 50,000  0  50,000  教養講座開催、研修派遣等 

９. 積立

金 

  120,000  120,000  0    

１．積立金 120,000  120,000  0  診療所跡地基金積立 

10.予備

費 

  114,320  159,960  - 45,640    

１．予備費 114,320  159,960  - 45,640                                   

合   計 8,900,000  8,910,000  - 10,000    

      

 
※各費目で不足が生じた場合には流用することができる 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     (  

【収入の部】                                                                                                

（単位；円） 
   （単位：円） 

費    

目 
細       目 

29年度予算額 

（Ａ） 

28年度予算額

（Ｂ） 

増  減       

（Ａ－Ｂ） 
摘      要 

1．受託

金 

  2,561,300  2,494,420  66,880    

１．城之越遺跡

業務受託金 
2,561,300  2,494,420  66,880  

城之越遺跡入園対応業

務受託金 

2．諸収

入 

  1,577  606  971    

１．雑収入 1,577  606  971  
労働保険料本人負担金

等 

3．繰越

金 
１．繰越金 142,123  176,974  - 34,851    

合    計 2,705,000  2,672,000  33,000    

【支出の部】                                                                                                                

（単位；円） 

費     

目 
細       目 

29年度予算額

（Ａ） 

28年度予算額

（Ｂ） 

増  減       

（Ａ－Ｂ） 
摘             要 

1．事業

費 

  2,560,000  2,460,000  100,000    

１．賃金 2,000,000  2,000,000  0  
城之越遺跡管理業務賃

金(3 人分)  

２．需用費 190,000  190,000  0  事務用品費、ガソリン代等 

３．通信費 10,000  10,000  0  郵便切手代 

４．備品費 220,000  120,000  100,000  業務用備品購入費 

５．負担金 20,000  20,000  0  労働保険料 

６．保険料 20,000  20,000  0  傷害保険掛金 

７．委託料 100,000  100,000  0  剪定作業業務委託料 

2．予備

費 

  145,000  212,000  - 67,000    

１．予備費 145,000  212,000  - 67,000    

合   計 2,705,000  2,672,000  33,000    



 

 

 

資  料 

 

○伊賀市とのまちづくりに関する基本協定書――――――――――Ｐ２８～ 

 

○神戸地区住民自治協議会規約――――――――――――――――Ｐ３１～ 

 

○神戸地区住民自治協議会役員手当等に関する規定―――――――Ｐ３５ 

 

○神戸地区自治功労者表彰規定――――――――――――――――Ｐ３６～ 

 

○神戸地区住民自治協議会役員等の慰労及び弔事に関する規定――Ｐ３８ 

 

〇特定個人情報等取扱規定――――――――――――――――――Ｐ３９～ 

 

○神戸地区街路灯設置費補助金交付要綱――――――――――――Ｐ４４～ 

 

○神戸地区掲示板設置費補助金交付要綱――――――――――――Ｐ４６～ 

 

○平成２９年度神戸地区住民自治協議会委員名簿――――――――Ｐ４８～ 

 

○神戸地区住民自治協議会組織構成図―――――――――――――Ｐ５０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まちづくりに関する基本協定書 

 

神戸地区住民自治協議会（以下「甲」という。）と伊賀市（以下「乙」という。）と 

は、伊賀市自治基本条例（以下「条例」という。）に基づき、地域内分権を進め、伊賀市独自の

自治の推進及び確立を行うため、次のとおり「まちづくりに関する基本協定」（以下「協定」と

いう。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、条例第 28条に規定する地域まちづくり計画に基づく、甲の主体 

的な取組に対し、条例第 27条第 1 項の規定により乙が甲に対して行う支援及び地域 

を取り巻く様々な課題に対し、甲及び乙が協働で取り組む業務に関し必要な事項を 

定めるものとする。 

 

（協働で取り組む業務） 

第２条 甲及び乙が協定により協働で取り組む業務は、次の各号に掲げる業務とする。 

⑴   必須業務  市域において統一して実施する必要がある業務のうち、行政が行うよ 

りも効率的かつ効果的な業務について、乙が甲にその実施を依頼する  

もの。 

⑵  選択業務  地域の自主性を尊重し、地域の主体性や個性を生かす業務について、 

甲が乙からその実施を受託するもの。 

 

（業務の内容） 

第３条 前条第１号に規定する必須業務の内容は、別表のとおりとする。 

２ 前条第２号に規定する選択業務の内容については、甲、乙協議の上、別に定める。 

 

（甲の役割） 

第４条 甲は、自ら定めた地域まちづくり計画に基づく業務及び、第２条に規定する 

業務を実施するものとする。 

 

（乙の役割） 

第５条 乙は、前３条に規定する甲が実施する業務に対し、「伊賀市住民自治協議会の 

財政支援に関する要綱」第４条の表中に規定する地域包括交付金を交付するほか、 

条例第 27条第１項の規定に基づき、甲と協議の上、必要な支援を行うものとする。 

 

（情報交換及び協議） 

第６条 甲及び乙は、協働で行う業務を円滑に進めるため、情報共有及び協議の場を 

設けるものとする。 

（情報管理） 

第７条 甲及び乙は、協定に基づく活動において知り得た情報を他の目的に使用し 

てはならない。ただし、相手方の承認を得た場合は、この限りではない。 



２ 甲は、協定に基づく活動において知り得た個人情報の漏洩、減失及びき損等の 

事故防止など、個人情報の適正な管理を行わなければならない。 

 

（有効期間） 

第８条 協定の有効期間は、平成２８年４月 1 日から平成３１年３月３１日までと 

する。ただし、期間満了の日前の１箇月までに甲乙双方から何らかの申出がない 

ときは、協定は、更に３年間延長したものとみなし、その後においてもまた同様 

とする。 

 

（疑義の決定） 

第９条 協定に定めのない事項及び協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上、 

決定するものとする。 

 

協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自 

その一通を保有する。 

 

 

 

 

平成２８年 ４月 １日 

 

 

 

（甲） 伊賀市上神戸２２０番地の３ 

神戸地区住民自治協議会 

 

会 長  大石 幸生 

  

（乙） 伊賀市上野丸之内１１６番地 

           

伊賀市長 岡本  栄   
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─ ה ה  

  ᵓ ⅜ ∆╢ ─ ה  

  ᵔ ─ ה ה ─ ⌐ ∆╢↓≤╩ ∆╢√╘─  

   ≤⇔≡ ─ ⅜ ╘√ ─ ה  

  ᵕ ⅜ ⁸ ∆╢ ≢⁸ ─ ⅜ ≤ ╘√ ─ ה  

  ᵖ ה ⌂≥─ ⅜ ∆╢╙─≢⁸ ─ ⅜ ≤ ╘√  

   ─ ה  

  ᵗ ─ ┘ ⁸ ⅜ ∆╢ ─ ה  

  ᵘ ⌐╟╢ ─ ╘╛ ⁸ ─ ה  

ᵙ ⅜ ≤⌂∫≡ ℮⁸ ה ┼─  

 

ₒ ה ₓ 

15 ─ ⁸ ─  

16 ₈ ─ ⌐≈™≡₉─ ה  

17 ─ ה ה ─  

⅜ ─ ∆ ⅛╠ ⇔√  

 

（ご協力お願い） 

 伊賀市では、日本赤十字社の活動や社会を明るくする運動等に賛同し、募金活動に取り組んでい

ます。各住民自治協議会におきましても、趣旨をご賛同いただき御協力を賜りますようお願いしま

す。 

 

 

 

 



神 戸 地 区 住 民 自 治 協 議 会 規 約 

 

第1章 総則 

（目的） 

第１条 住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、住み良い神戸地区を形成していく

ことを目的とする。 

（名称） 

第２条 この会を神戸地区住民自治協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（事務所の位置） 

第３条 協議会の事務処理を行うため、事務局を次のとおり置く。 

  伊賀市上神戸２２０番地の３ 神戸地区市民センター内 

（活動の範囲） 

第４条 協議会の活動範囲は神戸地区内とする。但し、他の協議会と協力、連携して活動する場合

はこの限りではない。 

（事業） 

第５条 協議会は第１条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。 

（１）地区まちづくり計画の策定。 

（２）地区まちづくり活動に関する事業。 

（３）その他目的達成に必要な事業。 

 

第2章 組織 

（会員） 

第６条 協議会の会員は、次に掲げるとおりとする。 

（１）神戸地区に居住する住民。 

（２）自治会・神戸地区で活動する団体。 

（３）神戸地区に住所地を置く事業所。 

（４）その他会長が必要と認める者。 

（組織） 

第７条 協議会に次の組織を置く。 

 執行部、役員会、運営委員会、実行委員会、部会 

（１）構成 

① 執行部は、役員会と運営委員会で構成する。 

 ②役員会は、会長、副会長、理事、城之越遺跡施設長、会計、事務局長で構成する。 

 ③運営委員会は、役員会と各部長、副部長で構成する。 

 ④ 実行委員会は、事業の内容により、必要に応じて設置し、運営委員会及び各部会員で構成す

る。 

 ⑤部会は、地区代表及び委嘱委員、各団体代表で構成する。 

（２）委嘱委員は、委員に応募した者及び地域から推薦された者とする。 

（役員） 

第８条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会 長      １名 

   副会長     若干名 



   理 事     １０名以内 

   城之越遺跡施設長 １名 

   会 計      １名 

   監 事      ２名 

   事務局長     １名 

（２）会長、副会長、理事及び監事は総会において選出する。 

（３）理事は、各地区自治会長及び地域代表とする。 

（４）城之越遺跡施設長、会計、事務局長は、総会の同意を得て会長が任命する。 

（５）会長は、役員会の同意を得て、顧問及び参与を任命することができる。 

（役員の職務） 

第９条 協議会の役員の職務は、次のとおりとする。 

（１）会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

（２）会長は実行委員会に委員長、副委員長をおくことができる． 

（３）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

（４）理事は、他の役員と共に本会の運営について審議する。 

（５）顧問及び参与は、会長の要請により、会議及び事業に参画する。 

（６）城之越遺跡施設長は、公益財団法人伊賀市文化都市協会との業務委託に 

基づき、責任者として委託業務を遂行する。 

（７）会計は、協議会の会計事務を処理する。 

（８）監事は、協議会の会計及び事業の執行状況を監査し、総会に監査報告を行う。 

（９）事務局長は、協議会事務を総括する。 

（役員の任期） 

第１０条 前条の役員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 会議 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、役員会、運営委員会、実行委員会及び部会（以下「会議」とい

う。）とする。 

２ その他、必要に応じて会議を開催する。 

（会議の開催及び運営） 

第１２条 会議は、過半数以上の委員の出席がなければ開催できない。 

２ 会議を開催するにあたっては、開催日時・場所・議題について、事前に周知することを原則と

し、会議は公開とすることを原則とする。会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同

数と時は、会長または部会長の決するところによる。 

（総会） 

第１３条 総会は、運営委員会委員及び部会委員をもって構成する。 

２ 総会は、毎年１回定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合、または委員の３分の１

以上の請求があった場合は、臨時総会を開催することができる。 

３ 総会は、会長が招集する。 

４ 総会の議長は、その総会において、出席者の中から選出する。 

５ 総会は、次の事項を決定する。 



（１）地区まちづくり計画。 

（２）会長、副会長、理事、監事の選出及び城之越遺跡施設長、会計、事務局長の任命同意。 

（３）協議会の事業計画、予算、決算に関すること。 

（４）その他、重要事項に関すること。 

（役員会） 

第１４条 会長は、役員会を招集し、議長となる。 

２ 役員会は、運営委員会に諮る事項を協議する。 

（運営委員会） 

第１５条 運営委員会は、会長が招集し、議長となる。 

２ 運営委員会は、総会において諮るべき事項及び協議会の運営に関する事項を審議決定する。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 

（実行委員会） 

第１６条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため、必要に応じて協

議会に実行委員会を置く。 

（部会） 

第１７条 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施するため、協議会に次の部

会を置く。 

 ①福祉部会  ②健康・スポーツ部会 ③生活環境部会 

 ④産業部会  ⑤教育・文化部会      ⑥地域部会   ⑦女性部会 

２ 部会には、各部担当理事を置き、指導、助言を行う。 

３ 部長、副部長は、部員の互選による。また、会長は、必要に応じて部会役員を選任することが

できる。 

４ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。 

５ 部長は、必要があると認めるときは、部員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。 

（部会間の調整） 

第１８条 部会間の調整は、運営委員会が当たることとする。但し、部会相互の協議により協力す

る場合は、この限りではない。 

 

第４章 財務 

（会計） 

第１９条 協議会の運営に関する経費は、会費、補助金、委託料及びその他の収入をもって充てる。 

２ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（会費） 

第２０条 協議会費は、当面各戸別に徴収することとし、金額は総会で決する。 

 

第５章 その他 

（規約の変更） 

第２１条 この規約を改正しようとするときは、総会において過半数の同意を得なければならない。 

（解散） 

第２２条 協議会の解散については、総会において出席者の４分の３以上の賛成を得なければなら

ない。 

（規則等への委任） 



第２３条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮

り別に定める。 

 

附則 

１ この規約は、平成１７年４月９日から施行する。 

２ 平成１７年度の会計年度は、第１８条の規定にかかわらず、協議会発足日から平成１８年３月

３１日までとする。 

３ この規約は、平成１８年２月２５日から改正施行する。 

４ この規約は、平成１９年４月２７日から改正施行する。 

５ この規約は、平成２０年４月２６日から改正施行する。 

６ この規約は、平成２１年４月２５日から改正施行する。 

７ この規約は、平成２２年４月２５日から改正施行する。 

８ この規約は、平成２３年４月２４日から改正施行する。 

９ この規約は、平成２４年４月２１日から改正施行する。 

10  この規約は、平成２５年４月２０日から改正施行する。 

11 この規約は、平成２９年４月１５日から改正施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神戸地区住民自治協議会役員手当等に関する規定 

 

（趣旨） 

第１条 この規定は、神戸地区住民自治協議会の役員、顧問、参与、部会部長、部会副部長の手当

及び旅費に関して必要な事項を定める。 

（役員手当の対象） 

第２条 手当の対象は、会長、副会長、理事、城之越遺跡施設長、会計、事務局長、顧問、参与及

び部長、副部長とする。 

（役員手当の額） 

第３条 手当の額は、次のとおりとする。 

  会長     年額１４４，０００円（自治会長兼務） 

   但し、自治会長と兼務しない会長は、６０，０００円とする。 

  副会長    年額１３２，０００円（自治会長兼務） 

但し、自治会長と兼務しない副会長は、３６，０００円とする。 

理事、    年額１２０，０００円（自治会長兼務） 

 但し、自治会長と兼務しない理事は３０，０００円とする。 

城之越遺跡施設長、会計・事務局長・部長 年額２４，０００円 

顧問                  年額１２，０００円 

参与・副部長              年額 ６，０００円 

（会長、副会長の旅費） 

第 4 条 会長、副会長の旅費について下記金額を上限とし実費弁償とする。 

  会長     年額 上限 ３０，０００円 

  副会長    年額 上限 １０，０００円 

 

附則 

この規定は、平成２２年４月２５日から実施する。 

 この規定は、平成２３年４月２４日から実施する。 

 この規定は、平成２４年４月２１日から実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



神戸地区自治功労者表彰規定 

 

（目的） 

第１条 神戸地区自治活動又は神戸地区発展に功績のあった個人を表彰し、神戸地区自治功労者と

して推薦することにより、地区発展に寄与することを目的とする。 

 

（表彰・自治功労者推薦の事項） 

第２条 個人で次の各号に該当するもの（以下「表彰・自治功労者」という。）をこの規定の定め

るところにより表彰推薦する。 

（１）住民自治協議会会長の在任期間が 3 年以上の者 

（２）自治会長（区長）の在任期間が 5 年以上で事業に努力した者、又は住民自治協議会役員の

在任期間が 5 年以上で事業に努力した者 

（３）地区事業達成に努力し、その実績顕著なる個人 

（４）上記の外、必要な事項は別に定める。 

 

（表彰・推薦の方法） 

第３条 被表彰者に対する表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。 

 ２ 表彰は、原則として総会にて行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。 

 ３ 各地区自治会長（区長）は、第 2 条の規定に該当する者があるときは、自治功労者推薦書（別

紙様式）を神戸地区住民自治協議会会長（以下「会長」という。）に提出するものとする。 

 

（被表彰者の決定） 

第４条 会長は、前条の推薦書を受理したときは、その内容を神戸地区自治功労者表彰審査委員会

（以下「委員会」という。）に諮り、審議のうえ被表彰者を決定するものとする。   

 

（委員会の構成） 

第５条 委員会は、神戸地区住民自治協議会役員会とし、審査の必要に応じて会長が委員を任命す

ることができる。 

 ２ 委員は、審査上で知りえた秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。 

 

（その他） 

第６条 この規定の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この規定は、昭和 60 年 6 月から実施する。 

この規定は、平成 22 年 4 月 25 日から改正実施する。 

この規定は、平成 29 年 4 月 15 日から改正実施し平成 29 年 4 月 1 日より適用する。 

 

 



神戸地区自治功労者審査基準内規 

 

 

 神戸地区自治功労者表彰規定、第２条第４項については次のとおり定める。 

 

 

〇第 2 条第 2 項の在任期間が 5 年に満たない場合は、住民自治協議会が依頼又は住民自治協議会

会長の推薦による次の公職及び公職に類する職に就任した期間を加えることができる。ただし、

その在任期間はおおむね 10 年とする。 

 

  民生委員、主任児童委員、保護司、農業委員、地区支え合い体制づくりネットワーク協議会長、

公民館長（市民センター長）、消防団神戸部部長、交通安全協会会員、及びこれに類する職 

 

 

〇上記に類する職で住民自治協議会会長が推薦する者も審査の対象とする。 

 

 

 

別紙 様式 

平成  年度自治功労者推薦申請書 

 

     申請日 

地区名 

 推薦者名 

候補者名 

 生年月日 

 住所 

氏名 

電話番号 

 

推薦理由 

 役職 

 就任期間 

 推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

 



神戸地区住民自治協議会役員等の慰労及び弔事に関する規定 

（趣旨） 

第１条 この規定は、神戸地区住民自治協議会役員等の慰労及び弔事に関して必要な事項を定める。 

（慰労の対象） 

第 2 条 神戸地区住民自治協議会の役員等の退任者について、その功績に対して感謝の意を表すた

め下記の者を慰労する。 

 （１）会長、副会長、理事、会計、顧問、参与 

 （２）部会部長 

 （３）市民センター長、主事、事務員 

 （３）その他特に会長が認めた者 

（慰労の方法） 

第 3 条 慰労は、会長名で感謝状と記念品料を贈呈する。 

 ２ 慰労は原則として総会にて行う。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。 

（慰労記念品料の基準） 

第 4 条 慰労記念品料の基準は下記のとおりとする。 

（１）会長               ２０，０００円 

（２）副会長・理事・会計・顧問・参与  １０，０００円 

（３）部会部長             １０，０００円 

（４）市民センター長、主事、事務員   １０，０００円 

（弔慰金） 

第５条 神戸地区住民自治協議会の役員（会長、副会長、理事、会計、事務局長、事務局次長）、

監事、部会部長、顧問、参与及びその親族の逝去に対する弔慰金は、次のとおりとする。 

（１）本人が逝去した場合    香典 ２０，０００円  

生花（１基）又は花輪 

（２）本人の親族が逝去した場合 香典  ５，０００ 

  ※親族―１親等の血族及び同居の１親等の姻族 

（３）自治功労者が逝去した場合 香典  ５，０００円 

２ 前項の以外の弔事は、発生の都度役員会で協議する。ただし、緊急を要する場合は、会長と副

会長で協議のうえ決定し、役員に連絡する。 

３ 前２項に関して、いずれの場合も香典返しの返礼は、一切受け取らないこととする。 

附則 

この規定は、平成２２年４月２５日に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

神戸地区住民自治協議会 

 

  

 本規程は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（平成

25 年法律第 27 号、以下「番号法」という。）及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイ

ドライン（事業者編）」（以下、「ガイドライン」という。）に基づき、特定個人情報等の適正な取

扱いを確保するために定めるものである。 

 

 

 ╩ ℮ ─  

１ 個人番号を取扱う事務のうち、役員等の個人番号に関連する事務は、次に掲げるものとする。

ここで、「役員」とは、住民自治協議会の役員（会長、副会長、理事等）とする。 

 

① 源泉徴収関連事務 

 

 

２ 個人番号を取扱う事務のうち、役員以外の個人に係る個人番号に関連する事務は、次に掲げ

るものとする。 

 

① 報酬・料金等の支払調書作成事務 

 

 

 ─  

 前条において、個人番号を取扱う事務において使用する特定個人情報の範囲は、次に掲げるも

のとする。 

 

① 役員及び個人番号と共に管理される氏名、生年月日、住所 

② 役員以外の個人に係る個人番号関係事務に関連して取得した個人番号及び個人番号と共に管理

する氏名、生年月日、住所、業務内容、年間支払報酬額等 

 

 ┘ ─  

１ 事務取扱責任者は、会長とする。 

２ 事務取扱担当者は、事務局長とする。 

３ 事務取扱責任者は、事務取扱担当者の事務範囲を予め定めるものとする。 



 ─  

 会長は、特定個人情報等が番号法及び本規程に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱責任

者等に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。 

 

 

 ─ ⌐ ℮ ⅞ ┘  

１ 事務取扱責任者等が変更となった場合、従前の事務取扱責任者等は新たに事務取扱責任者等と

なる者に対して、業務引継簿を作成して確実に引継ぎするものとする。 

２ 会長は前項の業務引継ぎについて、業務引継簿の内容確認及び業務引継ぎの実態に関する聞き

取り等により確認するものとする。 

 

 

 ─ ה  

 会長は、事務取扱責任者等が番号法、ガイドライン及び本規程を遵守し、特定個人番号等の適

正な取扱いが周知徹底されるよう、事務取扱責任者等に対する研修を１年に１回以上受講させる

ものとする。 

 

 

 ╩ ∆╢ ─  

１ 特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するための手段を整備する。 

２ 取扱状況を確認するために次の各号の特定個人情報の取扱状況等管理台帳及び特定個人情報

を記載した申請書・届出書等管理ファイルの記録を整備する。 

 

 

① 特定個人情報取扱いに係る管理台帳 

  種  類：特定個人情報の取扱状況等管理台帳 

  保管場所：事務室内ロッカー 

 責 任 者：事務取扱責任者 

  利用目的：特定個人情報の取得、利用、提供、保管、削除・廃棄の各段階における取扱状況

及び運用状況を管理 

  閲覧可能権者：会長及び特定個人情報取扱責任者等 

 

② 特定個人情報を記載した申請書・届出書等管理ファイル 

  種  類：特定個人情報を記載した申請書の写し等を管理するためのファイル 

  保管場所：事務室内ロッカー 

責 任 者：事務取扱責任者 

  利用目的：特定個人情報を記載した申請書・届出書等の控えを保管 

  閲覧可能権者：会長及び特定個人情報取扱責任者等 



 

 

 ⌐ ≠ↄ ─  

 事務取扱担当者は、特定個人情報の取得、利用、提供、保管、削除・廃棄の各段階における取

扱状況及び運用状況については、次の各号に掲げる事項について特定個人情報管理台帳に記録し、

保存するものとする。 

 

① 特定個人情報の取得 

・入手年月日、個人番号、氏名、生年月日、性別、住所等を記録 

・特定個人情報に変更があった場合の特定個人情報変更の年月日 

② 特定個人情報の利用 

・提出書類の作成及び提出の年月日、特定個人情報の記載書類を本人に交付した年月日等

を記録 

③ 特定個人情報の提供 

・特定個人情報を提供年月日、提供相手、目的等 

④ 特定個人情報の保管 

・特定個人情報管理台帳及び届出書等の写し等の保管場所の鍵利用管理台帳 

⑤ 特定個人情報の削除・廃棄 

・特定個人情報を削除・廃棄した年月日 

 上記以外の項目で、必要に応じて特定個人情報管理台帳に記録する。 

 

 ⅎ™ ─ ⌐ ∆╢ ─  

事務取扱責任者等は、特定個人情報等の漏えい等が発生したことを知った場合又はその可能性

が高いと判断した場合は、会長に対して直ちに報告するものとする。 

 

 

 ─ ┘ ─ ⇔ 

１ 事務取扱責任者は、特定個人情報等の取扱状況について、定期的に点検を行い、会長に報告す

るものとする。 

２ 会長は、特定個人情報等の取扱状況について、１年に１回以上、点検を実施し、必要に応じて

安全管理措置の見直しを実施する。 

 

 

 ╩ ℮ ─  

 特定個人情報の保管場所及び取扱場所を明確にし、それぞれの場所に対し、次の各号に従い、

次の各号に掲げる措置を講じる。 

 



① 特定個人情報の保管場所 

特定個人情報取扱責任者は、特定個人情報の保管場所について、事務所内の施錠できるキャ

ビネットを定め、厳重に管理を行うものとする。保管場所の利用者は、「鍵貸出管理台帳」に

記録し事務取扱責任者から鍵の貸出を受ける。 

 

② 特定個人情報の取扱場所 

特定個人情報を記載する事務処理に際しては、往来が少ない場所に座席を配置し、必要に応

じてパテーションを設置する。 

 

 

 ╩ ∆ ─ ⅎ™ה ─  

１ 特定個人情報書類等の持出しは、次に掲げる場合を除き禁止する。 

① 行政機関等への法定調書の提出等、当協議会が実施する個人番号関係事務に関して個人番号

利用事務実施者に対し書類を提出する場合 

 

２ 事務取扱責任者等は、特定個人情報等が記載された書類等を持ち出す場合、封筒に封入し鞄

に入れて搬送する等、紛失・盗難等を防ぐための方策を講ずる。 

 

 

 ─ ⁸  

  会長は、個人番号の削除、書類等の廃棄を実施する場合、次に掲げる各号の措置が実施された

ことを確認する。 

 

① 特定個人情報等を記載した申請書等の書類の法定保管期限が経過した場合、当該書類に記載

された個人番号部分をマスキングした上で、シュレッダーにより粉砕する。 

 

 

 ─ ™⌐⅔↑╢  

 特定個人情報の取得、利用、保管、提供、廃棄・削除の各段階における安全管理措置、個人番

号の取扱い等については第２条から第１４条に従うものとする。 

 

 

  

本規程の改廃は、住民自治協議会総会の決議による。 

 

  

 本規程は平成２８年４月１６日から施行する。 



神戸地区街路灯設置費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、街路灯の設置を行う自治会に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱に定める用語の定義は次のとおりとする。 

( １)  街路灯 道路の照明設備で、電柱、灯柱及び小柱に電灯を取り付けるものをいう。 

( ２)  設置費 新たに街路灯を取り付ける工事に要する費用をいう（ポール設置費を含む）。 

（補助金の対象） 

第３条 補助金の交付対象者は、自治会の代表者（以下「申請者」という。）とする。 

２ 補助の対象となる街路灯は、自治会で維持管理を行うものに限る。 

（補助金の額） 

第４条 街路灯設置費補助金は、事業費の２分の１以内とし、１灯あたり 25,000 円を限度とする。 

２ 前項の場合において、補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第５条 申請者は、神戸地区街路灯設置費補助金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて神

戸地区住民自治協議会会長( 以下「会長」という。) に申請しなければならない。 

( １)  位置図 

( ２)  見積書 

（補助金の交付決定） 

第６条 会長は、前条の申請に基づき、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補

助金の額を決定し申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、事業完了後速やかに伊賀市街路灯設置費補助事業実績報告書（様式第 2 号）に次

の書類を添えて会長に提出しなければならない。 

( １)  領収書の写し 

( ２)  完成後の写真 

( ３)  その他会長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 会長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び現地調査等により、補助

事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し申請者に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500050000000MH/417902500050000000MH/417902500050000000MH_j.html#JUMP_SEQ_42
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500050000000MH/417902500050000000MH/417902500050000000MH_j.html#JUMP_SEQ_51


神戸地区掲示板設置費等補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、掲示板の設置及び改修を行う自治会に対する補助金の交付に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱に定める用語の定義は次のとおりとする。 

( １)  掲示板 ポスター等を掲示するために自治会が設置した恒久的な構造物であり、当該自治会に

より維持管理されるものをいう。 

( ２)  設置費 掲示板を新たに設置するために要する費用をいう。 

( ３)  改修費 掲示板の改修に要する費用をいう。 

（補助金の対象） 

第３条 補助金の交付対象者は、自治会の代表者（以下「申請者」という。）とする。 

２ 補助の対象となる掲示板は、１自治会につき単年度あたり１基を限度とする。 

（補助金の額） 

第４条 掲示板設置費等補助金は、設置費及び改修費の２分の１以内とし、 30,000 円を限度

とする。 

２ 前項の場合において、補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとする。 

（補助金の交付申請等） 

第５条 申請者は、神戸地区掲示板設置費等補助金交付申請書（様式第１号）に、次の書類を添えて

神戸地区住民自治協議会会長に申請しなければならない。 

( １)  位置図 

( ２)  見積書 

（補助金の交付決定） 

第６条 会長は、前条の申請に基づき、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補

助金の額を決定し申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 申請者は、事業完了後速やかに神戸地区掲示板設置費等補助事業実績報告書（様式第 2 号）

に次の書類を添えて会長に提出しなければならない。 

( １)  領収書の写し 

( ２)  完成後の写真 

( ３)  その他会長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 会長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類の審査及び現地調査等により、補助

事業等の成果が補助金の交付の決定の内容に適合するか否かを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に行うものとする。 

（補助金の返還） 

第 10 条 会長は、虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、当

該補助金を返還させることができる。 

（補則） 

http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_42
http://www3.e-reikinet.jp/iga/d1w_reiki/417902500049000000MH/417902500049000000MH/417902500049000000MH_j.html#JUMP_SEQ_51


第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めると。 

附 則 

この要綱は、平成 23年 4 月 24日から施行する。 

 この要綱は、平成 24年 9 月 14日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


